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東日本大震災から 10 年

石津会長と伊藤県土木部長が対談

各支部長が地域の安全・安心へ決意

関東地方整備局と意見交換　
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地域の建設業が地域を守る地域の建設業が地域を守る
東日本大震災から10年　石津会長が伊藤県土木部長と語り合う

東日本大震災から本年３月11日で10年が経過。大震災は本県にも大きな被害をもたらし、多く
の死者が出ましたほか、家屋損壊、道路や河川、港湾など公共インフラ施設も多大な被害を受けま
した。その復旧・復興に尽力したのが、本会をはじめとする地域の建設業者です。大震災から10
年を機に、大震災の教訓と公共インフラの管理の大切さ、地域建設業の役割などについて、茨城県
土木部の伊藤高部長と本会の石津健光会長が語り合いました。

伊藤土木部長　東日

本大震災では県内で最

大震度６強を記録し、

死者・行方不明者が 25

名、一部損壊を含めた

家屋の被害は 20 万戸に

上るなど、大きな被害

を受けました。地震に

加えて、北茨城市などでは津波による被害、潮来

市や神栖市などにおける液状化による被害も特

徴的でした。

石津会長　東日本大震災の２年前に政権交代

が行われ、「コンクリートから人へ」というキャッ

チフレーズのもと、公共事業費削減が行われまし

た。建設業界では、価

格競争が激化し、今ま

で蓄積してきた人材や

資機材を吐き出さない

と会社経営が成り立た

ない状況に陥っていま

した。

応急復旧、復興工事

も大変でした。いざ復旧作業を頼まれても、一旦

手放した人材や資機材などを集めるのは大変な

ことでした。

伊藤土木部長　当時の混乱の最中、建設業界の

皆さんには震災直後から被災現場の安全確保や

迅速な応急復旧を行っていただきました。県とし

ても、県民の生命と財産を守り、経済活動を継続

する上で、災害に強いインフラの重要性を認識さ

せられるとともに、インフラ整備や維持管理、災

害からの復旧・復興の中心的な役割を担う地元建

設業が、地域にとって必要不可欠な存在であるこ

とが強く認識されました。

石津会長　まさに災害に強いインフラ整備が

重要だと思います。そして、地域の建設会社は地

元を一番よく分かっています。日ごろから、県や

市町村の仕事を請け負っているからこそ、地元の

要望に応えることを最優先に考えています。

伊藤土木部長 石津会長

大震災は多くの被害をもたらしました
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伊藤土木部長　災害時には、土木部は最前線で

対応しなければなりません。早期復旧を目指す上で、

職員が安心して、また、モチベーションを高めなが

ら意欲をもって働けることが重要です。災害復旧体

制を継続する上で班体制、燃料・電気・水の確保等、

課題に組織的に対応する必要があります。

石津会長　応急復旧するにしても現地に行くま

での道路が寸断されて、電気も水道も寸断された

状況です。現地へ人を送るにしても「食事や燃料

をどう手配するのか」といった、普段当たり前の

ことが大きな問題として浮き彫りになりました。

また対策をいくら練っていても、災害時におけ

る行政の指示命令系統が一本化されないと、事態

が円滑に進まないことも実感しました。

国や県との災害協定の内容の違いも課題だと

思います。県の場合は、各土木事務所等と各支部

との間で細目協定を結んでいるので、各支部は土

木事務所から応急復旧の要請を受け、直ちに活動

を始めます。一方、国の場合は協会と結んでいる

のは包括的な応援協定となっており、応急復旧に

ついては、道路も河川も個別の企業と事前に応急

復旧に関する契約を結んでいます。

このため、いわば企業の一本釣りのような形に

なってしまい、地域の応急復旧の中心となるべき企

業が国の応急復旧に追われることになってしまい

ます。また、契約を結んでいるのが他県の企業で、

地元企業が復旧に協力するためには、契約を結ん

でいる企業の下請けに入らざるを得ないというケー

スも生じています。迅速な応急復旧に向け、国・県・

市町村と地元建設業が連携して応急復旧に取り組

める体制が必要であると国にも要望をしています。

伊藤土木部長　自然災害が頻発化・激甚化する中、

まずは令和元年東日本台風により甚大な被害が発生し

た那珂川・久慈川水系について国・県・市町村が連携し、

緊急治水対策プロジェクトを進めていきます。

昨年 12 月には国の「防災・減災、国土強靭化の

ための５か年加速化対策」が閣議決定されました。

国の第３次補正で配分された予算等を活用し、流

域治水対策をはじめ、道路冠水対策や橋梁耐震化

などの強靭な緊急輸送道路ネットワーク整備など

ハード・ソフト一体的な対策を行っていきます。

石津会長　災害時の速やかな応急復旧には、過

去の経験を教訓として生かすと同時に、地元建設

企業の事業継続が可能な環境が必要です。そのた

めにも、地域の建設業者が参入しやすい形での発

注をお願いしたいと思います。

災害に強いインフラ整備を災害に強いインフラ整備を
地域建設業が継続できる環境整備

本会会員が災害復旧の最前線で対応しました

河川の復旧にも対応しました
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東日本大震災の教訓 ～各支部長が振り返る～

当時は「コンクリートから
人へ」と謳われていた。世間
が建設業の重要性に改めて気
付いたのではないか。災害は
激甚化している。状況が変化
していくことを念頭に入れた
基準に沿って計画を見直し、
改めて強靱化を図っていく必
要がある。

水
戸
支
部

下
田 

德
行 

支
部
長

港湾関係や国道、液状化な
ど大きな被害に遭った。まず
は応急対応に当たった。液状
化対応として改良復旧にも取
り組んだ。国土強靱化へ建設
業として社会的な使命と責任
がある。技術者・若手不足と
いった課題に積極的に取り組
んでいく。

潮
来
支
部

松
﨑 

里
志 

支
部
長

社員が自宅の被害を後回し
にし、インフラの復旧を優先
して駆け付けてくれた。本当
にありがたかった。大震災以
後、支部では資材を備蓄し、
発電機を補充した。支部会館
も耐震化した。行政組織との
連携強化も積極的に進めてい
る。

鉾
田
支
部

羽
生 

義
隆 

支
部
長

被災した地域へ応援に向か
い、道路啓開などを行った。
大震災により防災への意識が
変わった。災害が起きたとき
は支部が主体となり、復旧復
興に取り組んでいきたい。地
域の人々を守るため、県土強
靱化に業界全体で取り組みた
い。

境
支
部

新
井 

孝 

支
部
長

復興へ向け、どんなことで
もやり抜くという気持ちで支
部内で担当を決め災害対応に
あたった。近年の気候変動に
対応するため、適切な予算を
お願いしたい。公共事業は生
命と財産を守る基本。災害を
受ければ懸命に対応してまい
りたい。

高
萩
支
部

秋
山 

光
伯 

支
部
長

大震災当日は連絡が取りに
くかったが、支部員も自主的
に動き、仮復旧と本復旧も早
期に完了できた。震災を契機
に連絡体制を強化し、関東・
東北豪雨では迅速に対応した。
想定を超える災害に備えるた
め、意識を高く持つことが大
切になる。

常
総
支
部

中
川
原 

勇 

支
部
長

町で大きな被害は無かった
が、支部では定期的なパトロー
ル、路線ごとに担当を決めて
緊急対応に備えている。防災・
減災への取り組みは、費用対
効果を考えてはいけない。安
心・安全な生活を守るために
継続して取り組んでいくこと
が大切。

大
子
支
部

大
藤 
博
文 

支
部
長

道路のがれき撤去などは地元
の会員で率先して動いた。国民
の生命と財産を守ることが最優先
だった。今後は同規模の災害を想
定し、現場のトリアージ（優先順位）
の判断などを検証していかなけれ
ばならない。インフラは多くの産業
の基礎。ただし復旧復興も対応す
る人がいてこそである。

筑
西
支
部

小
藥 

拓
巳 

支
部
長

被害の状況が把握できない
中、支部員で道路や下水道な
どの応急対応に当たった。震
災の経験は多くの人の意識を
大きく変えたと思う。自然災
害から生命を守るには、災害
に強い国・県土づくりが不可
欠である。積極的に進めてい
きたい。

常
陸
大
宮
支
部

髙
野 

潔 

支
部
長

何よりも困難を有したの
は、放射能汚染の除去作業だっ
た。そして、災害発生時にす
ぐに対応できる組織力が重要
と考え、昨年 12 月に支部内に
防災対策組織を設置した。何
よりも安全で安心できる地域
づくりが大切であると考えて
いる。

土
浦
支
部

小
林 

伸
行 

支
部
長

大震災の経験から連絡や復
旧に迅速に対応できている。
県土強靱化に対応するために
は技術力の強化や人材の確保・
育成が不可欠。優秀な人材を
育てることが強靱化につなが
る。命を守るため、地域のた
めに災害を防ぐ仕事をしてい
きたい。

太
田
支
部

瀬
谷 

實 

支
部
長

発災後、一番被害が大き
かった稲敷市の業者とは連絡
がつかなかった。痛感したの
が、地域の有力建設業者の存
在の大きさ。災害対応空白地
域は絶対にあってはならない。
災害対策本部は１カ所に情報
を集約したほうがスムーズに
対応できる。

竜
ヶ
崎
支
部

細
谷 

武
史 

支
部
長
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本会など１都８県の建設業協会と国土交通省

関東地方整備局との意見交換会が３月４日に開か

れ、本会の石津健光会長もウェブで参加しました。

意見交換は、管内すべての受発注者の意識を統一

することで、施工体制のさらなる強化を図るために開催。

各都県の建設業協会からは「余裕期間制度は評価

できる。しかし設計変更と工期変更が発生している。

さらに新しい現場技術者の育成が急務。長期的な視

野に立った工事の平準化を」との要望がありました。

そのほか「実施設計および用地協議が未了での

工事発注が見られる」「地方自治体も含めた全体

の平準化を」などを要望しました。

関東地方整備局は、令和２年度第３次補正予算

の円滑な執行の取り組みとして▽地域の実情に

応じた適切な規模での発注▽不調対策としての

フレームワーク、公募型指名競争の活用▽余裕期

間を活用した早期発注─などを示しました。

さらに、公共工事発注者の相談窓口機能の強化を

目指し「サポートチーム」を設置したことを説明しました。

本会も加入している茨城県ｉ− construction 推

進連絡会が２月 18 日にウェブ方式で開催されま

した。本会は無人航空機操縦士育成講習を行って

いることを紹介。合わせて無人航空機安全技能証

明試験への取り組みやＩＣＴ施工技術に関する現

場体験会を常総支部、筑西支部、太田支部で行っ

たことも紹介。ＩＣＴ施工に積極的に取り組んで

いるようすを訴えました。

協議会では、構成する茨城県、国土交通省関東

地方整備局（出先機関含む）が取り組み事例の紹

介を行い、情報共有と理解促進を図りました。

関東地方整備局は施工者希望Ⅱ型（土工）への

簡易型ＩＣＴ活用工事適用などを紹介。県では発

注者指定型（ＩＣＴ土工）の対象拡大やＩＣＴ舗

装工（修繕工）の導入などを解説しました。

工事の平準化など要望 関東整備局と意見交換

石津会長もウェブで参加しました

入職・定着へ県女性職員と意見交換入職・定着へ県女性職員と意見交換
建女ひばり会建女ひばり会

本会の女性部会「建女ひばり会」は２月 19 日、

茨城県土木部の女性職員とのオンライン座談会を

行いました。「女性の入職者を増やすには・定着

するには」をテーマに、それぞれの活動について

意見を交換。女性が活躍できる環境整備を進めて

いくことを確認しました。参加者からは「オンラ

インという新しい形の座談会で、とても新鮮で充

実した時間だった」「大変参考になった。今後も

開催してほしい」との意見がありました。

県ｉ－Construction推進連絡会
ICTへの取り組み発表ICTへの取り組み発表
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本会は２月 15 日、建設業における働き方改革

セミナーを水戸市の茨城県建設技術研修センター

で開催。講師を務めた社会保険労務士法人アスミ

ル代表の櫻井好美氏は、令和６年４月に建設業の

時間外労働の上限規制が無くなることを踏まえ、

働き方改革の必要性を強調。働きやすい職場づく

りへ意識を高め生産性向上をと呼び掛けました。

本会は２月 16 日と 17 日、現場代理人を対象と

したスキルアップセミナーを水戸市の茨城県建設

技術研修センターで開催。講師の㈱創成マネジメ

ント専務執行役員本部長の濱口吉人氏は、現場代

理人のマネジメントや役割、実行予算のつくり方

や活かし方、現場のコストダウンのポイント、工

事成績向上法、現場代理人のリーダーシップやコ

ミュニケーションの大切さなどを説明しました。

本会は２月 17 日、建設業退職金共済制度（建

退共）と建設キャリアアップシステム（CCUS）

についての説明会を水戸市の茨城県建設技術研

修センターで開催。建退共の電子申請方式や同方

式を活用した CCUS の普及促進について研修し

ました。説明会は新型コロナウイルス感染防止対

策を行い、午前と午後に分けて開催しました。

茨城県は、令和３年度当初予算案をまとめまし

た。公共事業費は 1,117 億 1,400 万円で前年度当

初比で 12.3％減ですが、令和２年度補正予算に計

上した国の「防災・減災、国土強靱化のための

５か年加速化対策」などを合わせますと 1,517 億

7,000 万円となり、同 19.3％増です。主な事業は、

つくばみらい福岡地区土地造成事業（用地取得、

測量、設計、造成工事。123 億 1,500 万円）、太田

警察署建替事業（債務負担行為、上限額 14 億 6,708

万 8,000 円）など。

生産性向上へ働き方改革
セミナーを開催

マネジメント力向上を
代理人スキルアップセミナー

建退共電子申請を研修
ＣＣＵＳの活用も

公共事業費、補正と合わせ19.３％増
茨城県の予算案
茨城県の公共事業費

年度 公共事業費 前年度当初比
３年度当初予算 1,117 億 1,400 万円 ▲ 12.3％
２年度補正予算 400億 5,600 万円 ー

合計 1,517 億 7,000 万円 19.3%



建設業労働災害防止協会茨城県支部による令

和３年度の４月から６月までの各種講習会等の

日程は別表のとおりです。講習会等の問い合わ

せ・申し込みは建災防県支部（水戸市大町３−

１− 22 茨城県建設センター３階、電話０２９−

３００−４６３８）または支部、分会会へお願い

します。

また一部の講習は「人材開発支援助成金（建

設労働者技能実習コース：経費助成・賃金助成）」

の対象となります。助成金の詳細や申請用紙・記

載例は厚生労働省のホームページに掲載。助成

金申請の問い合わせや書類の提出先は「茨城労

働局職業対策課　建設分野の助成金担当」（電話

０２９−２２４−６２１９）です。

令和３年度開催予定表（４月〜６月）
月 日 曜　日 講　　習　　名 会　　　場 備　考

4 7 水 足場の特別教育 建荷協研修センター

12 13 月 火 職長・安全衛生責任者 建荷協研修センター

15 16 木 金 足場作業主任者 建荷協研修センター

20 火 刈払機取扱作業者 石下建設会館

21 22 水 木
玉掛け 建荷協研修センター

（学科）

23 金 （実技）

26 27 月 火 地山の掘削及び土止め支保工作業
主任者

茨城県建設技術研修センター
28 水

5 7 金 フルハーネス型安全帯特別教育 建荷協研修センター

11 火 刈払機取扱作業者 建荷協研修センター

13 14 木 金 足場作業主任者 鹿嶋勤労文化会館

18 19 火 水 足場作業主任者 石下建設会館

20 木 フルハーネス型安全帯特別教育 石下建設会館

6 ７ ８ 月 火 職長・安全衛生責任者 茨城県建設業協会筑西支部会館

10 11 木 金 足場作業主任者 茨城県建設技術研修センター

16 17 水 木 職長・安全衛生責任者 建荷協研修センター

22 23 火 水
高所作業車の運転 鹿島港湾福祉センター

（学科）

24 木 （実技）

29 30 火 水 足場作業主任者 茨城県建設業協会高萩支部会館

※各種講習会の受講申込書は建災防茨城県支部のホームページからダウンロードできます。
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令和３年度４月～６月 講習会日程令和３年度４月～６月 講習会日程
建災防県支部◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇



会員の動向

〈代表者変更〉

▽水戸支部
　㈲市毛工務店　市毛精実 → 市毛美恵子

筑西支部（小藥拓巳支部長）と常総支部（中川

原勇支部長）は２月 18 日、国土交通省下館河川

事務所（工藤美紀男所長）との意見交換会を筑西

市の同事務所で開催。働き方改革による週休２日

制などについて意見を交換しました。

中川原支部長は「近年は想像以上の地震が発生

しており、地域の守り手として、安心安全のため

引き続き活動していく。建設業界は一斉休工日に

よる週休２日制も進めている。実りある会議にな

れば」と述べました。

意見交換では、下館河川が工事事故および盗難

被害の状況、令和２年度の補正予算などについて

説明。そのほか設計変更審査会の活用や対応を話

し合いました。また自治体実績評価型の拡大、働

き方改革で週休２日制などを踏まえた余裕のあ

る工期の設定や工期延長について事務所側が柔

軟に対応する考えを示しました。

４
月
か
ら
月
３
回  

一
斉
休
工
で
す
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働き方改革など議論
　　　　下館河川と意見交換

筑西支部・常総支部
活動報告

筑西支部・常総支部
活動報告

（２・３月表彰分）※技術者名（会社名）、敬称略
【境工事事務所長表彰】
　◆高橋泰則（㈱高橋芝園土木）
　◆赤岩宏一（森田建設工業㈱）
　◆飯田光行（㈱新井建設工業）
　◆荒川訓夫（㈱福島工務店）
　◆鈴木徳夫（小沢道路㈱）
　◆平田裕章（㈲染谷組）
【鹿島下水道事務所長表彰】
　◆坂東旨乙（幸武建設㈱）
　◆増田昌史（誠殖産工業㈱）
【県西農林事務所長表彰】
　◆松崎平（大坂建鋼㈱）
　◆半田信一（㈱仲川建設）
　◆長瀬恒夫（県西建設業協同組合）
　◆田崎ひろみ（㈱大木組）
　◆菊池忠男（㈱菊池土建）
　◆井戸川誠（㈱サンコー緑地建設）
　◆稲毛田憲一（㈱五霞建設）
　◆斉藤修（㈱青木建設）

令和２年度 茨城県出先事務所

優秀技術者表彰の受賞者
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